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 桜の季節は終わりましたが、山菜摘みを楽しんだり、新緑の美しい景色に心癒される季節となりました。東北地方でラ

ムサール条約湿地に登録されている所は 6か所ありますが、山形県内唯一の登録地は大山上池・下池なんです！周遊

コース（広報つるおか 5/1号「つるおか森の散歩道 20選」に紹介）は遊歩道が整備され約 90分で一周できます。 

今年 4月にオープンした自然学習交流館「ほとりあ」にもぜひお立ち寄りくださいね(^_^)   

 

避難者 Q&A 特集 ～part５～ 

鶴岡市での暮らし、早くから避難された方ですと、もう一年が過ぎました。今回は、いつか誰かに聞こうと思いつつ、 

いまだに誰に尋ねるともなく過ごしてしまった…そんな疑問・質問を取り上げてみました(^_^;) 

こちらのテレビで初めて見て、気になってたんですが、「パンパカパンツ」って何ですか？ 

子どもだけでなく大人もつい口ずさんでしまう「パンパカパンツ♪♪」（笑） 

鶴岡市に避難している皆さんは岩手・宮城・福島の三県のご出身ですから、 

山形県に来て初めてご覧になった方が多いと思います！ていうか、今年の 3 月

までは静岡・岩手・山形・熊本でしか見れなかったんです(*^_^*) 

 

2008 年 10 月から始まった 1 分間のショートアニメで、静岡での放映がス

タートでした。「地方発で全国・海外に展開するキャラクタービジネスの最先

端・パンパカパンツ」は、オリジナルキャラクターソングを制作・放送する 

「みんなで歌おう！キャラクターソング」という共同企画から生まれたんです。 

 

今年４月からテレビ東京系「のりスタ MAX」でも放送されていて、その知名度は全国へと広がってるんですよ！ 

公式ホームページには、4 コママンガ、ムービー、グッズ販売なども紹介されています。 

携帯電話でも（携帯電話用に変換されたページになります）、見ることができるんですよ♪ 

パンパカパンツ公式ホームページ http://www.panpaka.com/   

※情報と画像はパンパカパンツ公式ホームページより提供いただきました。 

 

鶴岡の人が「コミセン」って呼んでいるのは何ですか？ 

「コミュニティセンター」を略して「コミセン」と呼んでいます(^_^)  鶴岡地域には、２１の小学校区ごとに 

コミュニティセンターがあります。（「つるおか市民便利帳 2012」P.95 に一覧があります） 

その内、20 か所は災害時の二次避難所にもなっています。（「つるおか市民便利帳 2012」P.42 二次避難所一覧参照） 

 

被災地にいた時「公民館」って呼んでいたものと同じだと思っていいの？ 

「公民館」とは、地域住民のために実際生活に即した教育や文化などに関する各種事業を行なう施設のことです。 

一方、「コミュニティセンター」とは、防災・防犯や環境衛生など、地域の課題や問題をその地域に住む人々が、自ら

の知恵と力で解決していこうという“まちづくり活動”を実践するための拠点施設です。 

 

「公民館」→「社会教育・生涯学習を中心とした活動の施設」 

「コミュニティセンター」→「住民自身による“まちづくり活動”のための組織の中心地」 
 

なので、コミュニティセンターでは、各コミュニティ組織が置かれ、総務部門・生活環境部門・健康福祉部門・ 

生涯学習部門・防災部門といった体制が整っていて、子供からお年寄りまで誰もが安全快適に施設を利用し、 

地域で生活できるよう配慮されています。 

「コミュニティセンター」と「コミュニティ防災センター」の違いは何ですか？ 

「防災まちづくり事業」の財源により建設したコミュニティセンターの名称は「コミュニティ防災センター」とし

ています。鶴岡市では鶴岡地域内 21 地区のコミュニティセンターすべてに防災資機材を整備していて、防災に関す

る機能としては、大きな違いはありませんので、ご安心下さい。 
 

鶴岡市内でも私が今いる地域には「公民館」しかないようですが、災害時は大丈夫ですか？ 

コミュニティセンターがない地域は公民館が二次避難場所に指定されています。東日本大震災での教訓に「地域と

のつながり」があげられますが、災害時を心配される方は、ご親戚・大家さんとのつながりや、町内会・自治会に入

るところから検討なさってみてはいかがでしょうか。 

＊編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（避難者生活支援事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀)
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【 ５・６月の予定 】 原発事故賠償 原発被害救済山形弁護団・庄内地方説明会 
5 月 12 日(土)受付開始 13:00 開会 13:30 にこ♥ふる 3 階 大会議室 
山形県弁護士会の有志６０名で４月１９日に弁護団を結成しました。原発事故により

避難されている方であれば指定区域内外問わず全ての避難者について、弁護団として

依頼をうけ東京電力に請求していく考えです。その第１回目の説明会を開催いたしま

す。賠償の仕組み・弁護団の方針・依頼した場合の費用などのご説明を致します。予

約は丌要です。どうぞご参加ください。(今後も継続的に相談、説明会を開催する予定です) 

 

まとめて相談 震災・原発事故避難者のためのなんでも相談会 

５月１９日(土）午前 11時～午後 4時 山形市総合スポーツセンター 

   （大会議室、第三・第四会議室） 
原発賠償、心と身体の健康など、なんでもお気軽にご相談ください！ 

 
※当日、会場では様々な催しがあるため、西側の駐車場より上の図の駐車場をお勧めします！ 

①なんでも相談コーナー：「原発賠償」「住居」「雇用」「心と身体の健康」等を中 

心に、弁護士・司法書士・社会保険労務士・医師・ソーシャルワーカー・労働  

相談員などの専門家が対応します。相談料無料。個人情報秘密厳守です。 

②食料品無償提供コーナー：野菜、果物など農産品やコメ、卵、乳製品などを 

無償提供します。 

③お母さんの子育て・生活に関する悩み事などの交流コーナー 

④みんなで歌おうコーナー：合唱サークルの演奏を聞いたり、参加者がみんなで 

歌います。 

⑤託児コーナー：お母さんがゆっくり相談したり交流に参加できるよう、お子さ

んを預けることができます。子供達の自由に遊べる空間です♪ 

主 催：「震災・原発事故避難者のためのなんでも相談会」実行委員会 

事務局：山形県労働組合総連合 お問合せ：023-615-2172（担当・勝見） 
 

親子で楽しむ 第 41回鶴岡市子どもまつり「レッツ☆サムライ！！」 
5 月 20 日（日）午前 9 時半～午後 3 時（12 時から 1 時までは休憩） 

中央児童館ひろっぴあプレイルーム ※雨天の場合は 10:15～午後 3 時 

☆お城に忍び込もう！（ろくぼく上り下り・秘密の通路） 

☆手裏剣的入れ！（手裏剣を的にどんどん入れよう！） 

☆木の葉かくれ！（ちらしプールにかくれよう！） 

幼児親子と小学生を対象、参加費・事前申し込みは必要ありません。 

当日は中央児童館の他、中央児童遊園・小真木原体育館・鶴岡公園等、それぞれの会

場でいろいろなイベントが行われます！ぜひお出かけください(*^。^*) 
 

福島県内外就職支援 避難先での就職も支援します！ 
福島県内だけでなく、山形県での就職を希望されている方も相談することが

できます。県外の就職相談対応は以下の窓口ですので、お気軽にお電話でご

相談なさってみてください。 

ふくしま就職応援センター（郡山窓口）024-925-0811 

 

避難者相談 一人で悩んでいませんか？-女性の悩み・暴力相談事業 
福島女性のための電話相談ふくしま 0120-207-440（全国共通番号） 

     相談時間 月～金（祝日除く）10 時～17 時  
被災した方はもちろん、被災者を支援している方からのご相談にも対応しております。 

12土原発被害救済山形弁護団・説明会 
  受付開始 13:00～開会 13:30～にこ♥ふる 3階 

13日 市民参加型ミュージカル 
初回稽古 13：00～藤島体育館 

お申込み：0235-22-3279 

春のたねまきおはなし会（図書館本館） 
第一部(大きい子向け）14:00～ 

第二部(みんなのおはなし会）14:30～ 

人形を使ったお話、絵描き歌、紙芝居など 

14月 

15火 

16水 

17木「春の星座と日食のお話」 
（中央公民館）19：30～先着 50名参加費無料 

（申込み 0235-25-1050） 

5/20 自然観察学習会申込み〆切日 

18金 法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

山形法律相談センター023-635-3648 

「5/26自然の中でピザ作り体験 in金峰」 

申込み〆切 0235-29-0031鶴岡西部児童館 

19土 震災・原発事故避難者のための 

    なんでも相談会 
山形市総合スポーツセンター大会議室 

第３・４会議室 問合せ 023-615-2172 

20日 第 41 回鶴岡市子どもまつり 
中央児童館・中央児童遊園・小真木原体育館・鶴岡公園、他 

自然観察学習会～山野草を楽しむ～ 

10:00～14:00 大鳥自然の家周辺 

参加費 300 円 昼食・雨具持参 

申込み：0235-55-2946 大鳥自然の家 

21月 部分日食 朝 7 時前後くらい 
（鶴岡市では太陽の 9割が見えなくなります！） 

※太陽を肉眼で見るのは危険です。 

次号で安全な観察方法をご紹介致します。 

22火 庄内地方避難者相談会 

11：00～15：00鶴岡市役所 
＊自由来所型相談会です。福島県以外からの 

避難者の方もおいでください。 
23水 

24木 

25金 鶴岡天神祭 
法律無料相談（山形県弁護士会） 

16：00～18：00（要予約）       

山形法律相談センター023-635-3648 

26土「自然の中でピザ作り体験 in金峰」 
午前 8:50～野外炊飯(ピザ）自然観察など 

参加費 500 円(昼食代含む） 

27日ひろっぴあフリーマーケット 

28月 

29火 

30水 

31木  

6/1金 法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

山形法律相談センター023-635-3648 

2土 「シャボン玉で遊ぼう」中央児童遊園 

3日 

4月「部分月食を見よう」中央公民館 
19：30～先着 50名参加費無料（申込み 0235-25-1050） 

5火 

6水「保育園体験」自然の中で遊ぼう！ 
大網保育園 2才以上の未就学児と親 

参加費 500 円(給食費）申込みはにこ♥ふる 

こども家庭支援センター0235-25-2741 


